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会 議 録 

会 議 の 名 称 行田市国民健康保険運営協議会（令和２年 第２回） 

開 催 日 時 
令 和 ２ 年 ８ 月 ６ 日 （ 木 ） 

開会：午後１時３０分・閉会：午後２時２０分 

開 催 場 所 行田市役所 ３階 ３０５会議室 

出席者(委員） １２名 

欠席者(委員)  ３名 

事 務 局  ５名（健康福祉部長、保険年金課長・主幹３名） 

会 議 内 容 

議題 

第４号 会長の選任について 

第５号 平成３１年度行田市国民健康保険事業費特別会計決算に

ついて 

第６号 行田市国民健康保険税賦課限度額の見直しについて 

会 議 資 料 他 

配布資料 

・埼玉の国保（№303～307）【県国保団体連合会発行】 

・国民健康保険の概要【県国保団体連合会発行】 

・運営協議会委員のための国民健康保険必携２０２０【社会保険出

版社】 

そ の 他  
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発 言 者 会議の経過（議題・発言内容・結論等） 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部長 

事 務 局 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

市 民 憲 章 唱 和 

 行田市国民健康保険規則第５条第３項に規定する委員の過半数の出

席は得ておりますので、本日の会議は成立することを報告いたします。 

なお、この会議は公開されますが、本日は傍聴を希望する方が１名お

りますので、ご報告いたします。 

それでは、これより令和２年第２回行田市国民健康保険運営協議会を

始めさせていただきます。 

はじめに、国保事業者代表といたしまして、夏目健康福祉部長からご

挨拶を申し上げます。 

部 長 あ い さ つ 

次に、新たに本協議会の委員となられた方をご紹介させていただきま

す。 

新委員３名紹介 

次に、議事に移りますが、本来なら行田市国民健康保険規則第５条第

１項の規定に基づき、会長に議長をお願いするところですが、先ほど申

し上げましたとおり、本協議会の会長でありました吉田委員が退任され

ましたので、会長代理であります小暮委員に議長をお願いいたします。

小暮委員さんは議長席へお願いいたします。 

 会長が選任されるまでの間、議長の職を務めさせていただきます。ま

ず、次第の４、会議録署名委員の選任を行います。事務局の説明を求め

ます。 

会議録署名委員選任の説明 

 ただいま事務局から説明があったとおり、新島委員さん、宮川委員さ

んにお願いすることでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

 ご異議がないようですので、さよう決定いたします。 

両委員さんよろしくお願いいたします。 

 次に、次第の５、議題に入ります。 

 まず、議題第４号「会長の選任について」を議題といたします。事務

局に説明を求めます。 

議題第４号の説明 
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議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

事 務 局 

 

新 会 長 

事 務 局 

 

新会長代理 

事 務 局 

 事務局の説明のとおり公益代表の中から選出するとのことでありま

す。何かご意見等ございますか。 

事務局挙手 

 会長の選任についてですが、本市では先例により、選考委員会を設置

して候補者を選考していただく方法をとっておりましたが、今回、事務

局からご提案がございます。 

 開催通知にも記載させていただきましたが、今回は、新型コロナウイ

ルス感染症の感染予防の観点から会議時間の短縮に努めております。そ

こで、事務局で、会長に選出される可能性のある公益代表の方々と事前

に調整をさせていただきました。その調整の結果、会長には現在の会長

代理である小暮委員を、それに伴い、空席となった会長代理は、新島委

員にお願いできないかということになり、公益代表の委員の皆様にはご

了承いただいているところでございます。 

今回は、コロナ禍という特別な状況を考慮し、委員の皆様のご承認を

いただければ、選考委員会設置の手続きを省略し、小暮委員を会長に、

新島委員を会長代理に選任することをご提案申し上げます。 

ただいま事務局から説明と、委員の皆様の承認をいただければ、今回

はコロナ禍という状況を考慮し、会議時間の短縮のため、選考の手続き

を省略し、私、小暮を会長に、新島委員を会長代理にとの提案がありま

したが、皆さんいかがでしょうか。 

異 議 な し 

 ご異議がないようですので、会長に私、小暮、会長代理に新島委員を

選任することに決定いたしました。 

 それでは、会長、会長代理には、席の移動をお願いいたします。 

会長・会長代理の席に移動 

それでは、ここで、会長に就任されました小暮委員にご挨拶をお願い

いたします。 

新会長あいさつ 

ありがとうございました。会長代理に就任された新島委員からも一言

いただければと存じます。 

新会長代理あいさつ 

 ありがとうございました。それでは、ここからの議事は、規則に基づ
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議   長 

 

 

事 務 局 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

議   長 

 

事 務 局 

議   長 

 

事 務 局 

 

き、会長に議長をお願いします。会長よろしくお願いいたします。 

 それでは引き続き、議長の職をとらせていただきます。次に、「議題

第５号  平成３１年度  行田市国民健康保険事業費特別会計決算に  

ついて」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

議題第５号の説明 

 ただいま説明がありましたが、質疑等がありましたら挙手をお願いし

ます。何かございませんか。 

 それでは質疑がないようですので、採決に入らせていただきます。「議

題第５号 平成３１年度 行田市国民健康保険事業費特別会計決算につ

いて」は、承認することでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

さよう決定いたします。 

次に、「議題第６号 国民健康保険税賦課限度額の見直しについて」

を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

議題第６号の説明 

ただいま説明がありましたが、質疑等がありましたら挙手をお願いし

ます。何かございませんか。 

 それでは質疑がないようですので、採決に入らせていただきます。「議

題第６号 国民健康保険税賦課限度額の見直しについて」は、承認する

ことでよろしいでしょうか。 

異 議 な し 

 さよう決定いたします。 

 次に、次第の６、報告事項「新型コロナウイルス感染症関連」ついて、

事務局お願いします。 

報告事項の説明 

 次に、次第の７、その他となりますが、事務局から何かありますか。

事務局お願いします。 

 特にございません。 

 以上で、本日の議事の全てを終了いたしました。進行を事務局にお返

しいたします。 

 長時間にわたり、慎重なご審議ありがとうございました。これをもち

まして、令和２年第２回行田市国民健康保険運営協議会を閉会させてい
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 ただきます。長時間にわたりお疲れさまでした。 

 


